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仁淀川町就学支援給付金実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、大学・専門学校及び、高等学校等へ就学するための費用を支援するこ

とで保護者の経済的な負担を軽減し、子育て支援と就学機会の確保を目的として、仁淀川

町就学支援給付金（以下「給付金」という。）を支給するため、必要な事項を定めるもの

とする。 

（支給対象者） 

第２条 この事業の対象となる者は町内に住所を有している者の子で、次のいずれか号に該

当する者とする。ただし、特に必要と町長が認めた場合はこの限りでない。 

(1) 申請時現在、次の学校に籍を置く者（以下「高等学校等に籍を置く者」という。）

で、申請年度の４月１日現在18歳未満（休学中の者を除く。）の者とする。 

ア 学校教育法第１条に規定する高等学校 

イ 中等教育学校（後期課程に限る） 

ウ 特別支援学校（高等部に限る） 

エ 高等専門学校（第１学年から第３学年） 

(2) 申請時現在、次の学校に籍を置く者（以下、「大学・専門学校等に籍を置く者」と

いう。）で、申請年度の４月１日現在26歳未満（休学中の者を除く。）の者とする。 

ア 国内の大学（専攻科、別科及び大学院含む） 

イ 短期大学（専攻科、別科を含む） 

ウ 高等専門学校（第４学年、第５学年及び専攻科に限る） 

エ 専門学校（専修学校（専門課程（上級学科を含む））） 

２ 前項に定めるもののほか、当該受給者が仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス

等の制限措置に関する条例（平成28年仁淀川町条例第４号）第３条にに規定する行政サ

ービス等の制限措置を受ける者である場合には、支給しない。 

（支給金額） 

第３条 給付金の額は、次の表のとおりとする。 

高等学校等に籍を置く者 1人につき3万円 

大学・専門学校等に籍を置く者 1人につき5万円 

（支給申請） 

第４条 給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 
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(1) 在学証明書 

(2) 振込先口座を確認できる書類の写し 

（支給決定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の

支給の可否を決定し、支給決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものと

する。 

（不利利得の返還） 

第６条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給し

た給付金の返還を求めることができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する 

 

 

 

 


